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１．事例の概要 

１回経産婦。妊娠３７週６日、妊産婦は夜中にお腹の張りで目覚め、朝か

らずっとお腹が張っていたため搬送元分娩機関を受診した。来院時、腹部緊

満感の自覚はあったが、性器出血はなかった。医師は超音波断層法を行い、

胎盤肥厚と後血腫を認め、胎児心拍数は８０拍～９３拍／分であった。腹部

は板状硬、常位胎盤早期剥離疑いで当該分娩機関へ母体搬送された。 

当該分娩機関で超音波断層法により、胎児心拍数が６０拍／分で子宮底部

から後壁にかけて胎盤後血腫があることが確認され、常位胎盤早期剥離の診

断で帝王切開が施行された。開腹時、子宮は暗赤色に変化しており明らかな

クーベレール徴候が認められた。児と胎盤が娩出され多量の血腫が認められ、

胎盤は７０％剥離していた。羊水混濁があった。出血量は羊水を含め約９５

０ｇであった。 

児の在胎週数は３７週６日で、体重は２８３９ｇであった。アプガースコ

アは１分後、５分後いずれも０点であった。臍帯血ガス分析値（動脈か静脈

か不明）は、ｐＨ６．７１７、ＰＣＯ２９６．０ｍｍＨｇ、ＰＯ２１３．５ｍ

ｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１１．６ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２６．９ｍｍｏｌ／Ｌであ

った。出生直後に、自発呼吸がなく心拍も確認できなかったため、医師は直

ちに気管挿管を行い、チューブ・バッグによる人工呼吸を開始した。 
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児はＮＩＣＵに入院し、Ｓａｒｎａｔの低酸素性虚血性脳症の臨床症状と

重症度分類のｓｔａｇｅⅢであると判断され脳低温療法が開始された。 

生後２日の血液検査で、ＣＰＫ５８００ＩＵ／Ｌ、ＬＤＨ４３００ＩＵ／

Ｌであった。生後２３日に実施された頭部ＭＲＩでは、両側前頭葉側頭葉の

皮質下白質のＴ１強調像での低信号、Ｔ２強調像での高信号が正常新生児よ

り強く、Ｔ１強調像で基底核での高信号も目立ち、重症新生児仮死があるも

のと考えられた。 

本事例は診療所から病院へ母体搬送された事例であり、搬送元分娩機関で

は、産婦人科専門医２名（経験２８年、３５年）と助産師２名（経験１３年、

２４年）、看護師１名（経験１１年）、准看護師３名（経験７年、１８年、２

０年）が関わった。当該分娩機関では、産婦人科専門医２名（経験年１６年、

３２年）、産科医２名（経験４年、２４年）、小児科医１名（経験年６年）、麻

酔科医１名（経験１３年）と、助産師１名（経験６年）、看護師２名（経験２

年、５年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による重症の胎

児低酸素・酸血症と考えられる。常位胎盤早期剥離発症の原因および発症時

期は不明である。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠３７週６日に妊産婦から搬送元分娩機関に電話があった際に、訴えを

聞いてただちに来院を促したことは適確である。来院後ただちに妊産婦の腹

部の所見および超音波断層法の所見から常位胎盤早期剥離を疑ったことは適

確である。自施設で緊急帝王切開を施行せずに母体搬送を選択したことは、
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医学的妥当性がある。診断から母体搬送出発までの時間はきわめて迅速であ

り、適確である。  

当該分娩機関到着から帝王切開開始、児娩出までもきわめて迅速であり、

適確である。出生後の新生児蘇生処置および新生児治療は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

（１）搬送元分娩機関 

胎児心拍数陣痛図の記録速度について 

本事例では胎児心拍数陣痛図の記録が１ｃｍ／分となっており、評価

が非常に困難であった。日本産科婦人科学会による産婦人科診療ガイド

ライン産科編２０１１にも記載されているとおり、３ｃｍ／分で記録す

ることが望まれる。 

（２）当該分娩機関 

胎盤病理組織学検査について 

胎盤の病理組織学検査は、異常分娩における原因の解明に寄与する可

能性があるので、 異常分娩となった場合や新生児仮死が認められた場合

には、実施することが望まれる。 

 

２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

（１）搬送元分娩機関 

特になし。 

（２）当該分娩機関 
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特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、予防方法、早期診断に関する研究

を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 
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